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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

　

平成23年度
第３四半期
連結累計期間

平成24年度
第３四半期
連結累計期間

平成23年度

(自　平成23年
４月１日

至　平成23年
12月31日)

(自　平成24年
４月１日

至　平成24年
12月31日)

(自　平成23年
４月１日

至　平成24年
３月31日)

経常収益 百万円 38,899 38,567 52,416

経常利益 百万円 8,146 8,724 9,859

四半期純利益 百万円 6,655 6,974 ──

当期純利益 百万円 ── ── 8,066

四半期包括利益 百万円 2,967 9,853 ──

包括利益 百万円 ── ── 8,543

純資産額 百万円 129,102 143,111 134,678

総資産額 百万円 2,312,9012,402,3312,312,063

１株当たり四半期純利益

金額
円 131.35 137.65 ──

１株当たり当期純利益金

額
円 ── ── 131.19

潜在株式調整後１株当た

り四半期純利益金額
円 57.94 60.72 ──

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額
円 ── ── 65.70

自己資本比率 ％ 5.51 5.88 5.75

　

　

平成23年度
第３四半期
連結会計期間

平成24年度
第３四半期
連結会計期間

(自　平成23年
10月１日

至　平成23年
12月31日)

(自　平成24年
10月１日

至　平成24年
12月31日)

１株当たり四半期純利益

金額
円 49.84 42.64

（注）１．当行及び連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、一部の連結子会社を除き税抜方式によっており

ます。

２．第３四半期連結累計期間に係る１株当たり情報の算定上の基礎は、「第４　経理の状況」中、「１　四半期連

結財務諸表」の「１株当たり情報」に記載しております。

３．自己資本比率は、（（四半期）期末純資産の部合計－（四半期）期末新株予約権－（四半期）期末少数株主

持分）を（四半期）期末資産の部の合計で除して算出しております。

　

２【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当行及び当行の関係会社が営む事業の内容については、重要な変更はありま

せん。また、主要な関係会社についても、異動はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載

した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

　

２【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

　

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1）業績の状況

当第３四半期連結累計期間（平成24年４月1日～平成24年12月31日）の国内経済は、復興需要の下支えがあった

ものの、減少傾向が続く輸出や弱含みの企業収益、厳しい雇用環境など、総じて弱いものとなりました。しかしなが

ら、第３四半期末には政権交代による金融経済政策への期待感から、これまでの円高や株安の動きに修正が見られ、

景気に一部下げ止まりの兆しが見られるようになりました。当行グループが営業基盤とする千葉県経済につきまし

ても、住宅着工件数の増加等一部に回復の動きがあるものの、鉱工業生産指数や大型小売店販売額が前年比減少し

ているなど、厳しい状況が続きました。

このような経営環境のなか、当行は平成23－24年度中期経営ビジョン『ちば興銀“変革・成長”戦略』の戦略施

策を積極的に展開し、経営体質・財務体質の強化に取組んでまいりました。

その結果、当第３四半期連結累計期間の当行グループの経営成績は、次のようになりました。

業容面につきましては、預金残高は、個人預金を中心に増加した結果、前第３四半期連結会計期間末比636億円増

加して２兆1,802億円となりました。貸出金残高は、中小企業貸出や住宅ローンの増強に向けた営業活動を展開し、

地域のお客さまの資金ニーズに積極的にお応えしてまいりました結果、前第３四半期連結会計期間末比457億円増

加して１兆6,405億円となりました。有価証券残高は、前第３四半期連結会計期間末比262億円増加して5,434億円と

なりました。

損益面につきましては、国債等債券売却益の増加や貸倒引当金戻入益の計上等があった一方、貸出金利息などの

資金運用収益が減少したことにより、経常収益は前第３四半期連結累計期間比３億32百万円減少して385億67百万

円となりました。経常費用は、預金利息等の資金調達費用の減少や与信コストの減少等により、前第３四半期連結累

計期間比９億10百万円減少して298億43百万円となりました。この結果、経常利益は前第３四半期連結累計期間比５

億78百万円増加して87億24百万円となり、四半期純利益は前第３四半期連結累計期間比３億19百万円増加して69億

74百万円となりました。

セグメントごとの業績の状況につきましては、銀行業の経常収益は前第３四半期連結累計期間比２億68百万円増

加して328億25百万円、セグメント利益は前第３四半期連結累計期間比７億11百万円増加して81億70百万円となり

ました。リース業の経常収益は前第３四半期連結累計期間比77百万円増加して60億12百万円、セグメント利益は前

第３四半期連結累計期間比64百万円減少して１億88百万円となりました。また、その他の事業の経常収益は前第３

四半期連結累計期間比13百万円増加して33億97百万円、セグメント利益は前第３四半期連結累計期間比１億78百万

円増加して８億55百万円となりました。
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①　国内業務部門・国際業務部門別収支

当第３四半期連結累計期間の資金運用収支は、国内業務部門で229億円、国際業務部門で２億円となり、内部取

引による相殺消去後の合計で227億円となりました。

役務取引等収支は、国内業務部門で40億円、国際業務部門で△0.6億円となり、内部取引による相殺消去後の合

計で38億円となりました。

その他業務収支は、国内業務部門で６億円、国際業務部門で５億円となり、合計で11億円となりました。

　

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計
金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

資金運用収支
前第３四半期連結累計期間 23,478 309 101 23,687

当第３四半期連結累計期間 22,951 231 401 22,781

うち資金運用収益
前第３四半期連結累計期間 24,849 348 222 24,975

当第３四半期連結累計期間 24,076 255 496 23,835

うち資金調達費用
前第３四半期連結累計期間 1,370 38 121 1,287

当第３四半期連結累計期間 1,125 24 95 1,054

役務取引等収支
前第３四半期連結累計期間 3,788 △50 55 3,682

当第３四半期連結累計期間 4,004 △67 59 3,876

うち役務取引等収益
前第３四半期連結累計期間 6,384 75 818 5,640

当第３四半期連結累計期間 6,633 76 804 5,904

うち役務取引等費用
前第３四半期連結累計期間 2,596 126 763 1,958

当第３四半期連結累計期間 2,628 144 744 2,028

その他業務収支
前第３四半期連結累計期間 336 591 － 927

当第３四半期連結累計期間 610 572 － 1,183

うちその他業務収益
前第３四半期連結累計期間 772 601 － 1,374

当第３四半期連結累計期間 1,080 627 － 1,707

うちその他業務費用
前第３四半期連結累計期間 436 10 － 447

当第３四半期連結累計期間 469 54 － 524

（注）１．国内業務部門は当行及び連結子会社の円建取引、国際業務部門は当行の外貨建取引であります。ただし、円建

対非居住者取引等は国際業務部門に含めております。

２．相殺消去については、当行と連結子会社及び連結子会社間の内部取引を相殺消去しております。また資金運

用収益及び資金調達費用の相殺消去額には、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の利息を含めており

ます。
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②　国内業務部門・国際業務部門別役務取引の状況

当第３四半期連結累計期間の役務取引等収益は、国内業務部門で66億円、国際業務部門で0.7億円となり、内部

取引による相殺消去後の合計で59億円となりました。

一方、役務取引等費用は、国内業務部門で26億円、国際業務部門で１億円となり、内部取引による相殺消去後の

合計で20億円となりました。

　

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計
金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

役務取引等収益
前第３四半期連結累計期間 6,384 75 818 5,640

当第３四半期連結累計期間 6,633 76 804 5,904

うち預金・貸出業務
前第３四半期連結累計期間 723 － 1 721

当第３四半期連結累計期間 756 － 1 754

うち為替業務
前第３四半期連結累計期間 1,280 68 2 1,347

当第３四半期連結累計期間 1,276 70 1 1,344

うち証券関連業務
前第３四半期連結累計期間 206 － － 206

当第３四半期連結累計期間 224 － － 224

うち代理業務
前第３四半期連結累計期間 659 － － 659

当第３四半期連結累計期間 774 － － 774

うち保護預り・貸金

庫業務

前第３四半期連結累計期間 177 － 0 177

当第３四半期連結累計期間 170 － 0 170

うち保証業務
前第３四半期連結累計期間 1,266 5 763 508

当第３四半期連結累計期間 1,269 5 744 529

役務取引等費用
前第３四半期連結累計期間 2,596 126 763 1,958

当第３四半期連結累計期間 2,628 144 744 2,028

うち為替業務
前第３四半期連結累計期間 259 10 － 269

当第３四半期連結累計期間 256 10 － 266

（注）１．国内業務部門は当行及び連結子会社の円建取引、国際業務部門は当行の外貨建取引であります。ただし、円建

対非居住者取引等は国際業務部門に含めております。

２．相殺消去については、当行と連結子会社及び連結子会社間の内部取引を相殺消去しております。
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③　国内業務部門・国際業務部門別預金残高の状況

○　預金の種類別残高（末残）

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計
金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

預金合計
前第３四半期連結会計期間 2,114,383 9,750 7,534 2,116,599

当第３四半期連結会計期間 2,181,984 9,236 10,9812,180,239

うち流動性預金
前第３四半期連結会計期間 1,087,856 － 3,134 1,084,722

当第３四半期連結会計期間 1,142,304 － 6,181 1,136,123

うち定期性預金
前第３四半期連結会計期間 1,020,811 － 4,400 1,016,411

当第３四半期連結会計期間 1,031,421 － 4,800 1,026,621

うちその他
前第３四半期連結会計期間 5,715 9,750 － 15,466

当第３四半期連結会計期間 8,258 9,236 － 17,494

譲渡性預金
前第３四半期連結会計期間 6,450 － － 6,450

当第３四半期連結会計期間 7,320 － － 7,320

総合計
前第３四半期連結会計期間 2,120,833 9,750 7,534 2,123,049

当第３四半期連結会計期間 2,189,304 9,236 10,9812,187,559

（注）１．国内業務部門は当行及び連結子会社の円建取引、国際業務部門は当行の外貨建取引であります。ただし、円建

対非居住者取引等は国際業務部門に含めております。

２．預金の区分は次のとおりであります。

流動性預金＝当座預金＋普通預金＋貯蓄預金＋通知預金

定期性預金＝定期預金＋定期積金

３．相殺消去については、当行と連結子会社の内部取引を相殺消去しております。

　

EDINET提出書類

株式会社千葉興業銀行(E03557)

四半期報告書

 6/37



④　貸出金残高の状況

○　業種別貸出状況（末残構成比）

業種別
前第３四半期連結会計期間 当第３四半期連結会計期間
金額(百万円) 構成比（％） 金額(百万円) 構成比（％）

国内（除く特別国際金融取引勘定分） 1,594,832100.00 1,640,585100.00

製造業 169,000 10.60 166,259 10.13

農業，林業 3,981 0.25 4,242 0.26

漁業 69 0.00 49 0.00

鉱業，採石業，砂利採取業 2,987 0.19 2,910 0.18

建設業 85,675 5.37 80,973 4.94

電気・ガス・熱供給・水道業 7,413 0.46 6,641 0.41

情報通信業 5,193 0.33 8,613 0.53

運輸業，郵便業 62,950 3.95 60,769 3.70

卸売業，小売業 184,148 11.67 183,277 11.17

金融業，保険業 55,631 3.49 64,567 3.94

不動産業，物品賃貸業 327,502 20.53 349,461 21.30

各種サービス業 166,827 10.46 170,155 10.37

地方公共団体 32,313 2.03 31,079 1.89

その他 489,137 30.67 511,583 31.18

特別国際金融取引勘定分 － － － －

政府等 － － － －

金融機関 － － － －

その他 － － － －

合計 1,594,832── 1,640,585──

（注）１．「国内」とは、当行及び連結子会社であります。

２．当行と連結子会社との間の内部取引は相殺消去しております。
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(2）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、当行グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

　

(3）研究開発活動

該当事項はありません。

　

(4）主要な設備

当第３四半期連結累計期間に完成した新築、増改築等は次のとおりであります。

銀行業

　 会社名 店舗名その他 所在地 設備の内容
敷地面積
(㎡)

建物延面積
(㎡)

完了年月

当行

── 佐原支店
千葉県

香取市
店舗

821

（821）
542 平成24年９月

── 成田支店
千葉県

成田市
店舗 231 795 平成24年11月

（注）１．上記は既存店舗の新築移転及び建替であります。

２．敷地面積欄の（　）内は、借地の面積（うち書き）であります。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 296,000,000

第一種優先株式 1,250,000

第二種優先株式 5,000,000

第三種優先株式 35,000,000

第四種優先株式 7,500,000

第五種優先株式 7,500,000

計 296,000,000

（注）計の欄には、定款に規定されている発行可能株式総数を記載しております。

　

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数（株）
（平成24年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成25年２月13日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 50,722,045 50,722,045
東京証券取引所

（市場第一部）
（注）１

第一回第一種優先株式

（行使価額修正条項付新

株予約権付社債券等）

1,250,000 1,250,000 － （注）２、６

第二回第二種優先株式 5,000,000 5,000,000 － （注）３、６

第三回第三種優先株式

（行使価額修正条項付新

株予約権付社債券等）

17,150,000 17,150,000 － （注）４、６

第四回第四種優先株式

（行使価額修正条項付新

株予約権付社債券等）

－ 6,400,000 － （注）５、６

計 74,122,045 80,522,045 ── ──

（注）１．完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当行における標準となる株式であります。また、単元株式

数は100株であります。

（注）２．第一回第一種優先株式については、当行普通株式の終値の平均値に基づき取得価額を算出していることか

ら、株価の下落により、取得請求権の行使により交付される普通株式数が増加する場合があります。取得価額

は、取得価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当行の普通株式の普通取

引の毎日の終値の平均値により算出され、毎年９月18日に有効な取得価額を下回る場合に修正されます。但し、

取得価額の下限は1,000円であります。（下記「６．取得請求権」参照）なお、提出日現在の取得価額は下限取

得価額である1,000円であるため確定しております。

下記「３．第一種の優先株式の消却」に記載のとおり、当行はいつでも第一種の優先株式を買い入れ、これ

を株主に配当すべき利益をもって当該買入価額により消却することができる旨定めております。また、下記

「７．金銭を対価とする取得条項」に記載のとおり、法令上可能な範囲内で第一種の優先株式の全部または一

部を取得することができる旨定めております。

当該優先株式の権利の行使に関する事項、及び当行の株券の売買に関する事項について、当該優先株式所有

者との間において特段の取決めはありません。

提出日現在第一回第一種優先株式の取得及び普通株式の交付はありません。

第一回第一種優先株式の内容は次のとおりであります。
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１．優先配当金

(1）優先配当金

毎年３月31日現在の第一種の優先株式の株主（以下第一種の優先株主という）に対し、普通株式の株主

（以下普通株主という）に先立ち第一種の優先株式１株につき100円の優先配当金を支払う。ただし、当該

３月31日に終了する事業年度において優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。ま

た、平成11年９月30日を基準日とする優先中間配当金については支払わず、平成12年３月31日を基準日と

する優先配当金については、１株につき53円82銭を支払う。

(2）非累積条項

ある事業年度において、第一種の優先株主に対して、優先配当金の全部または一部を支払わないときは、

その不足額は翌事業年度以降に累積しない。

(3）非参加条項

第一種の優先株主に対しては、優先配当金を超えて配当は行わない。

(4）優先中間配当金

中間配当を行うときは、毎年９月30日現在の第一種の優先株主に対し、普通株主に先立ち第一種の優先

株式１株につき50円の優先中間配当を支払う。

２．残余財産の分配

当行は、残余財産を分配するときは、第一種の優先株主に対し、普通株主に先立ち、第一種の優先株式１株

につき4,000円を支払う。第一種の優先株主に対しては、前記の4,000円のほか、残余財産の分配は行わない。

３．第一種の優先株式の消却

当行はいつでも第一種の優先株式を買い入れ、これを株主に配当すべき利益をもって当該買入価額により

消却することができる。

４．議決権

第一種の優先株主は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、株主総会において議決権を有しない。ただ

し、優先配当金を受ける旨の議案が定時株主総会に提出されなかったときは当該定時株主総会より、優先配

当金を受ける旨の議案が定時株主総会において否決されたときは当該定時株主総会終結の時より、優先配当

金を受ける旨の決議がある時までは議決権を有するものとする。

５．第一種の優先株式の併合または分割、株式の割当てを受ける権利等

当行は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、第一種の優先株式については株式の併合または分割を

行わない。また、第一種の優先株主には、募集株式の割当てを受ける権利、新株予約権付社債の割当てを受け

る権利または分離して譲渡することができる新株予約権および社債の割当てを受ける権利を与えない。

６．取得請求権

第一種の優先株主は、下記(1）に定める取得を請求することができる期間中、当行に対して、自己の有する

第一種の優先株式を取得することを請求することができる。かかる取得の請求があった場合、当行は、第一種

の優先株主が取得の請求をした第一種の優先株式を取得するのと引換えに、下記(2）に定める財産を当該第

一種の優先株主に対して交付するものとする。

(1）取得を請求することができる期間

平成12年９月18日から平成26年９月16日までとする。ただし、当行株主総会において権利を行使すべき

株主を確定するための基準日を定めたときは、その翌日から当該基準日の対象となる株主総会の日までの

期間を除く。

(2）取得と引換えに交付すべき財産

当行は、第一種の優先株式の取得と引換えに、第一種の優先株主が取得の請求をした第一種の優先株式

数に第一種の優先株式１株当たりの払込金額相当額（ただし、第一種の優先株式につき、株式の分割、株式

無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される）を乗じた額を下

記(3）ないし下記(5）に定める取得価額で除した数の普通株式を交付する。なお、第一種の優先株式の取

得と引換えに交付すべき普通株式の数に１株に満たない端数があるときは、会社法第167条第３項に従っ

てこれを取扱う。

(3）当初取得価額

当初取得価額は、平成12年９月18日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所の当行の普

通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む）の平均値（終値のない日数は除く）とし、その計算は

円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。ただし、当初取得価額の下限は、1,000円

とする。

(4）取得価額の修正

取得価額は、平成13年９月18日から平成25年９月18日までの毎年９月18日（以下それぞれ取得価額修正

日という）における時価が当該取得価額修正日に有効な取得価額を下回る場合には、取得価額は、当該取

得価額修正日以降時価に修正されるものとする。
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ただし、当該時価が1,000円（以下下限取得価額という）を下回るときは、下限取得価額に修正されるも

のとする。

この場合に使用する時価は、当該取得価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引

所における当行の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む）の平均値（終値のない日数は除

く）とし、その計算は円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。

(5）取得価額の調整

イ．第一種の優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、取得価額（下限取得価額を含

む）を次に定める算式（以下取得価額調整式という）により調整する（以下調整後の取得価額を調

整後取得価額という）。取得価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、その小数

第２位を四捨五入する。

　 　 　 　 既発行

普通株式数
＋

交付普通株式数×１株当り払込金額

調整後

取得価額
＝
調整前

取得価額
×

１株当り時価

既発行普通株式数＋交付普通株式数

(ⅰ)取得価額調整式に使用する１株当たり時価（本(5）ハ．(i)に定義する。以下本(5）において同

じ）を下回る払込金額をもって普通株式を発行または自己株式である普通株式を処分する場合（無

償割当ての場合を含む）（ただし、当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式もしくは新

株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本(5）において同じ）、その他の証券（以

下取得請求権付株式等という）、または当行の普通株式の交付と引換えに当行が取得することができ

る取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権、その他の証券（以下取得条項付株式等という）が

取得または行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く）

調整後取得価額は、払込期日（払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ）

（無償割当ての場合はその効力発生日）の翌日以降、または株主に募集株式の割当てを受ける権利を

与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。

(ⅱ)株式の分割をする場合

調整後取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数（基準日における当

行の自己株式である普通株式について増加する普通株式数を除く）が交付されたものとみなして取

得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。

(ⅲ)取得価額調整式に使用する１株当たり時価を下回る価額（本(5）ニ．に定義する意味を有する。以

下本(ⅲ)および本(5）ハ．(ⅳ)において同じ）をもって当行の普通株式の交付を請求できる取得請

求権付株式等を発行する場合（無償割当ての場合を含む）

調整後取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日（新株予約権の場合は割当日）（無償割当て

の場合はその効力発生日）に、または株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるため

もしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の

条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出

し、その払込期日（新株予約権の場合は割当日）（無償割当ての場合はその効力発生日）の翌日以

降、またはその基準日の翌日以降、これを適用する。

上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておら

ず、後日一定の日（以下価額決定日という）に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合

において、決定された価額が取得価額調整式に使用する１株当たり時価を下回る場合には、調整後取

得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得

または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該価額

決定日の翌日以降これを適用する。

ロ．本(5）イ．(i)ないし(ⅲ)に掲げる場合のほか、株式の併合、合併、会社分割、株式交換または株式移転

等により、取得価額（下限取得価額を含む）の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する

取得価額（下限取得価額を含む）に変更される。

ハ．

(ⅰ)取得価額調整式に使用する「１株当たり時価」は、調整後取得価額を適用する日（以下調整日とい

う）に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当行の普通株式の普通取引の

毎日の終値（気配表示を含む）の平均値（終値のない日数を除く）に相当する金額（円位未満小数

第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する）とする。

(ⅱ)取得価額調整式に使用する「調整前取得価額」は、調整日の前日において有効な取得価額とする。
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(ⅲ)取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日（本(5）イ．(i)

ないし(ⅲ)に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まない）の、基

準日がない場合は調整日の１ヶ月前の日の、当行の発行済普通株式数（自己株式である普通株式数を

除く）に当該取得価額の調整の前に本(5）イ．およびロ．に基づき「交付普通株式数」とみなされ

た普通株式であって未だ交付されていない普通株式数を加えたものとする。

(ⅳ)取得価額調整式に使用する「１株当たりの払込金額」とは、本(5）イ．(i)の場合には、当該払込金

額（無償割当ての場合は０円）（金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額）、本(5）イ．

(ⅱ)の場合には０円、本(5）イ．(ⅲ)の場合には価額とする。

ニ．本(5）イ．(ⅲ)および本(5）ハ．(ⅳ)において「価額」とは、取得請求権付株式等または取得条項付

株式等の発行に際して払込みがなされた額（新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財

産の価額を加えた額とする。）から、その取得または行使に際して当該取得請求権付株式等または取

得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得または

行使に際して交付される普通株式数で除した金額をいう。

ホ．本(5）イ．(i)ないし(ⅲ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準

日以降に開催される当行の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場

合には、本(5）イ．(i)ないし(ⅲ)の規定にかかわらず、調整後取得価額は、当該承認決議をした株主

総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。

へ．取得価額調整式により算出された調整後取得価額と調整前取得価額との差額が１円未満にとどまる

ときは、取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後取得価額調整式による取得価額の調整を

必要とする事由が発生し、取得価額を算出する場合には、取得価額調整式中の調整前取得価額に代え

て調整前取得価額からこの差額を差し引いた額を使用する。

７．金銭を対価とする取得条項

(1）当行は、平成22年９月18日以降、取締役会が別に定める日（以下取得日という）が到来したときは、法令

上可能な範囲で、第一種の優先株式の全部または一部を取得することができる。ただし、取締役会は、金融

庁の事前承認を得ている場合に限り、取得日を定めることができる。この場合、当行は、かかる優先株式を

取得するのと引換えに、下記(2）に定める財産を第一種の優先株主に対して交付するものとする。なお、第

一種の優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。取得日の決定後も上記６.に定める取得

請求権の行使は妨げられないものとする。

(2）当行は、第一種の優先株式の取得と引換えに、第一種の優先株式１株につき、第一種の優先株式１株当た

りの払込金額相当額（ただし、第一種の優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合または

これに類する事由があった場合には、適切に調整される）に経過優先配当金相当額（取得日において、取

得日の属する事業年度の初日（同日を含む）から取得日（同日を含む）までの日数に100円を乗じた金額

を365で除して得られる額（円位未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する）をいう。た

だし、取得日の属する事業年度において優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする）

を加えた額の金銭を交付する。

８．一斉取得

当行は、平成26年９月16日までに当行に取得されていない第一種の優先株式の全てを、平成26年９月17日

（以下一斉取得日という）をもって取得する。この場合、当行は、かかる第一種の優先株式を取得するのと引

換えに、各第一種の優先株主に対し、その有する第一種の優先株式数に第一種の優先株式１株当たりの払込

金相当額（ただし、第一種の優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する

事由があった場合には、適切に調整される）を乗じた額を一斉取得価額で除した数の普通株式を交付するも

のとする。上記「一斉取得価額」は、一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所に

おける当行の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む）の平均値(終値のない日数を除く）に相

当する金額（円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する）とする。

ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が1,000円を下回るときは、一斉取得価額は1,000円とする。第一種

の優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に１株に満たない端数がある場合には、会社法第234

条に従ってこれを取扱う。

９．取得請求または一斉取得により発生する単元未満株式の買取り

第一種の優先株式の取得請求または一斉取得により単元未満株式が発生する場合、当行は、会社法に定め

る単元未満株式の買取請求がなされたものとしてこれを買取る。

（注）３．第二回第二種優先株式の内容は次のとおりであります。

１．優先配当金

(1）優先配当金の額

毎年３月31日現在の本優先株式の株主（以下「本優先株主」という。）に対し、普通株式に先立ち本優

先株式１株につき104円の優先配当金を支払う。ただし、平成12年８月15日から平成13年３月31日までの

229日間に対する優先配当金については、本優先株式１株につき65円25銭を支払う。
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(2）非累積条項

ある営業年度において、本優先株主に対して、優先配当金の全部または一部を支払わないときは、その不

足額は翌営業年度以降に累積しない。

(3）非参加条項

本優先株主に対しては、優先配当金を超えて配当は行わない。

(4）優先中間配当金の額

中間配当を行うときは、毎年９月30日現在の本優先株主に対し、普通株主に先立ち本優先株式１株につ

き52円の優先中間配当金を支払う。ただし、平成12年度においては中間配当は行わず、優先配当金のみの支

払とする。

２．残余財産の分配

当行は、残余財産を分配するときは、本優先株主に対し、普通株主に先立ち、本優先株式１株につき4,000円

を支払う。本優先株主に対しては、前記の4,000円のほか、残余財産の分配は行わない。

３．優先株式の消却

(1）当行はいつでも本優先株式を買い入れ、これを株主に配当すべき利益をもって当該買入価額により消却

することができる。

(2）当行は、平成19年３月31日以降いつでも、本優先株式１株につき4,000円で本優先株式の全部または一部

を償還することができる。一部償還の場合は、抽選その他の方法により行う。

４．議決権

本優先株主は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、株主総会において議決権を有しない。

５．株式の併合または分割、新株引受権等

当行は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、本優先株式については株式の併合または分割を行わな

い。また本優先株主には新株の引受権または転換社債もしくは新株引受権付社債の引受権を与えない。

６．普通株式への転換

本優先株主は、普通株式への転換請求権を有しない。また、普通株式への一斉転換も行われない。

（注）４．第三回第三種優先株式については、当行普通株式の終値の平均値に基づき転換価額を算出していることか

ら、株価の下落により、転換により発行すべき普通株式数が増加する場合があります。転換価額は、転換価額修

正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当行の普通株式の普通取引の毎日の終

値の平均値により算出され、毎年９月30日に修正されます。但し、転換価額の下限は1,014円であります。（下記

「７．普通株式への転換」参照）また、下記「４．本優先株式の消却」に記載のとおり、当行はいつでも本優

先株式を買い入れ、これを株主に配当すべき利益をもって当該買入価額により消却することができる旨定めて

おります。

当該優先株式の権利の行使に関する事項、及び当行の株券の売買に関する事項について、当該優先株式所有

者との間において特段の取決めはありません。

提出日現在第三回第三種優先株式の普通株式への転換はありません。

第三回第三種優先株式の内容は次のとおりであります。

１．優先配当金

(1）優先配当金の額

毎年３月31日現在の本優先株式の株主（以下「本優先株主」という。）に対し、普通株主に先立ち本優

先株式１株につき45円15銭の優先配当金を支払う。ただし、平成12年９月30日から平成13年３月31日まで

の183日間に対する優先配当金については、本優先株式１株につき22円64銭を支払う。

(2）非累積条項

ある営業年度において、本優先株主に対して、優先配当金の全部または一部を支払わないときは、その不

足額は翌営業年度以降に累積しない。

(3）非参加条項

本優先株主に対しては、優先配当金を超えて配当は行わない。

(4）優先中間配当金の額

中間配当を行うときは、毎年９月30日現在の本優先株主に対し、普通株主に先立ち本優先株式１株につ

き22円57銭の優先中間配当金を支払う。ただし、平成12年度においては、中間配当は行わず、優先配当金の

みの支払とする。

２．残余財産の分配

当行は、残余財産を分配するときは、本優先株主に対し、普通株主に先立ち、本優先株式１株につき3,500円

を支払う。本優先株主に対しては、前記の3,500円のほか、残余財産の分配は行わない。
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３．優先順位

本優先株式の優先配当金、優先中間配当金および残余財産の支払順位は、当行の発行する各種の優先株式

と同順位とする。

４．本優先株式の消却

当行はいつでも本優先株式を買い入れ、これを株主に配当すべき利益をもって当該買入価額により消却す

ることができる。

５．議決権

本優先株主は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、株主総会において議決権を有しない。

６．株式の併合または分割、新株引受権等

当行は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、本優先株式については株式の併合または分割を行わな

い。また本優先株主には新株の引受権または転換社債もしくは新株引受権付社債の引受権を与えない。

７．普通株式への転換

(1）転換を請求し得べき期間

平成14年９月30日から平成26年３月30日までとする。

ただし、当行株主総会において権利を行使すべき株主を確定するための一定の日（以下「基準日」とい

う。）を定めたときは、その翌日から当該基準日の対象となる株主総会終結の日までの期間を除く。

(2）転換の条件

本優先株式は下記の転換の条件で、当行の額面普通株式（以下「普通株式」という。）に転換すること

ができる。

イ．当初転換価額

当初転換価額は、平成14年９月30日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における

当行の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数は除く。）と

し、その計算は円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。ただし、当初転換価額

の下限は1,014円（以下「下限転換価額」という。）とする。

なお、上記45取引日の間に下記ハ．に定める転換価額の調整事由が生じた場合には、上記の時価は

ハ．に準じて調整される。

ロ．転換価額の修正

転換価額は、平成15年９月30日から平成25年９月30日までの毎年９月30日（以下それぞれ「転換価額

修正日」という。）における当該転換価額修正日現在における時価に修正される。ただし、当該時価が下

限転換価額を下回る場合は、修正後転換価額は下限転換価額とする。

この場合に使用する時価は、当該転換価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取

引所における当行の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数

は除く。）とし、その計算は円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。

なお、上記45取引日の間に下記ハ．に定める転換価額の調整事由が生じた場合には、上記の時価は

ハ．に準じて調整される。

ハ．転換価額の調整

(イ）本優先株式発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、転換価額（下限転換価額を含む。）

を次に定める算式（以下「転換価額調整式」という。）により調整する。ただし、転換価額調整式に

より計算される転換価額が普通株式の額面金額の２倍の額を下回る場合には、普通株式の額面金額

の２倍の額をもって調整後転換価額とする。

　 　 　 　 既発行

普通株式数
＋
新規発行普通株式数×１株当り払込金額

調整後

転換価額
＝
調整前

転換価額
×

１株当り時価

既発行普通株式数＋新規発行普通株式数

転換価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入す

る。

ａ．転換価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行する場合

調整後の転換価額は、払込日の翌日以降、または募集のための株主割当日がある場合はその翌日以

降これを適用する。
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ｂ．株式の分割により普通株式を発行する場合

調整後の転換価額は、株式の分割のための株主割当日がある場合はその翌日以降、また株式の分割

のための株主割当日がない場合は商法第220条にて準用する商法第215条第１項に規定された一定の

期間満了の日の翌日以降これを適用する。ただし、配当可能利益から資本に組入れられることを条件

としてその部分をもって株式の分割により普通株式を発行する旨取締役会で決議する場合で、当該

配当可能利益の資本組入の決議をする株主総会の終結の日以前の日を株式の分割のための株主割当

日とする場合には、調整後の転換価額は、当該配当可能利益の資本組入の決議をした株主総会の終結

の日の翌日以降これを適用する。

ｃ．転換価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって当行の普通株式に転換または新株引受権を

行使できる証券を発行する場合

調整後の転換価額は、その証券の発行日に、または募集のための株主割当日がある場合はその日の

終わりに、発行される証券の全額が転換またはすべての新株引受権が行使されたものとみなし、その

発行日の翌日以降またはその割当日の翌日以降これを適用する。

ｄ．普通株式に転換または新株引受権を行使できる証券であって、転換価額または新株引受権の行使

価額が発行日に決定されておらず後日一定の日（以下「価額決定日」という。）の時価を基準とし

て決定されるものとされている証券を発行した場合において、決定された転換価額または行使価額

が転換価額調整式に使用する時価を下回る場合

調整後の転換価額は、当該価額決定日に残存する証券の全額が転換またはすべての新株引受権が

行使されたものとみなし、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。

(ロ）上記ハ．(イ）に掲げる場合のほか、合併、資本の減少または普通株式の併合等により転換価額

（下限転換価額を含む。）の調整を必要とする場合には、当行取締役会が適当と判断する転換価額に

変更される。

(ハ）転換価額調整式に使用する１株当たり時価は、調整後転換価額を適用する日（ただし、上記ハ．

(イ）ｂ．ただし書きの場合には株主割当日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取

引所における当行の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない

日数は除く。）とし、その計算は円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。な

お、上記45取引日の間に、上記ハ．(イ）または(ロ）に定める転換価額の調整事由が生じた場合に

は、調整後転換価額は、上記ハ．(イ）または(ロ）に準じて調整される。

(ニ）転換価額調整式に使用する調整前転換価額は、調整後転換価額を適用する前日において有効な転

換価額とし、また、転換価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主割当日がある場合はその株

主割当日の、また株主割当日がない場合は次に定める日における当行の発行済普通株式数とする。

ａ．株式の分割を行う場合は、商法第220条にて準用する商法第215条第１項に規定された一定の期間

満了の日

ｂ．その他の場合には、調整後転換価額を適用する日の１ヶ月前の日

(ホ）転換価額調整式に使用する１株当たりの払込金額とは、①上記ハ．(イ）ａ．の時価を下回る払込

金額をもって普通株式を発行する場合には、当該払込金額（金銭以外の財産による払込の場合には

適正な評価額）、②上記ハ．(イ）ｂ．の株式分割により普通株式を発行する場合は０円、③上記

ハ．(イ）ｃ．の時価を下回る価額をもって普通株式に転換または新株引受権を行使できる証券を

発行する場合には、当該転換価額または新株引受権の行使価額、④上記ハ．(イ）ｄ．の決定された

転換価額または行使価額が転換価額調整式の時価を下回る場合には、当該転換価額または新株引受

権の行使価額をそれぞれいうものとする。

(ヘ）転換価額調整式により算出された調整後転換価額と調整前転換価額との差額が１円未満にとどま

るときは、転換価額の調整はこれを行わない。ただし、その後転換価額の調整を必要とする事由が発

生し、転換価額を算出する場合には、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて調整前転換価額か

らこの差額を差し引いた額を使用する。

ニ．転換により発行すべき普通株式数

本優先株式の転換により発行すべき普通株式数は、次のとおりとする。

転換により発行す

べき普通株式数
＝
本優先株主が転換請求のために提出した本優先株式の発行価額総額

転換価額

転換により発行すべき普通株式数の算出に当たって１株未満の端数が生じたときは、これを切り捨て

る。

ホ．転換により発行する株式の内容

株式会社千葉興業銀行額面普通株式（現在１株の額面金額500円）

EDINET提出書類

株式会社千葉興業銀行(E03557)

四半期報告書

15/37



ヘ．転換請求受付場所

みずほ信託銀行株式会社

ト．転換の効力発生

転換の効力は、転換請求に要する書類及び本優先株式の株券が上記ヘ．に記載する転換請求受付場所

に到達したときに発生する。ただし、本優先株式の株券が発行されていないときは、株券の提出を要しな

い。

チ．普通株式への一斉転換

転換を請求し得べき期間中に転換請求のなかった本優先株式は、平成26年３月31日（以下「一斉転換

日」という。）をもって、本優先株式１株の払込金相当額をそのときの普通株式の時価で除して得られ

る数の普通株式となる。この場合に使用する時価は、一斉転換日に先立つ45取引日目に始まる30取引日

の東京証券取引所における当行の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終

値のない日数を除く。）とし、その計算は円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入す

る。

ただし、当該時価が普通株式の額面金額または下限転換価額のいずれか高い金額を下回るときは、本

優先株式１株の払込金相当額を当該いずれか高い金額で除して得られる数の普通株式となる。

上記の普通株式数の算出に当たって１株に満たない端数が生じたときは、商法に定める株式併合の場

合に準じてこれを取扱う。

リ．期中転換または一斉転換があった場合の取扱

本優先株式の転換により発行された普通株式に対する最初の利益配当金または中間配当金は、転換の

請求または一斉転換が４月１日から９月30日までになされたときは４月１日に、10月１日から翌年３月

31日までになされたときは10月１日に、それぞれ転換があったものとみなしてこれを支払う。

ヌ．転換により発生する単位未満株式の買取

本優先株式の転換により単位未満株式が発生する場合、当行は、商法に定める単位未満株式の買取請

求がなされたものとしてこれを買取る。

（注）５．第四回第四種優先株式については、当行普通株式の終値の平均値に基づき取得価額を算出していることか

ら、株価の下落により、取得請求権の行使により交付される普通株式数が増加する場合があります。なお、取得

を請求することができる期間は、平成32年４月１日から平成40年３月30日までとしております。取得請求期間

において、毎年４月１日および10月１日（以下「決定日」という。）の翌日以降、取得価額は、決定日まで（当

日を含む。）の直近の5連続取引日（ただし、終値が算出されない日は除き、決定日が取引日ではない場合は、決

定日の直前の取引日までの５連続取引日とする。）の終値の平均値に相当する金額（円位未満小数第１位まで

算出し、その小数第１位を切り捨てる。）に修正されます。但し、取得価額の下限は223円であります。（下記

「４．普通株式を対価とする取得請求権」参照）また、下記「５．金銭を対価とする取得条項」に記載のとお

り、平成32年４月１日以降、取締役会が別に定める日（以下「取得日」という。）が到来したときは、取得日か

ら２週間以上の事前通知を行ったうえで、法令上可能な範囲で、第四種優先株式の全部または一部を取得する

ことができる旨定めております。

当該優先株式の権利の行使に関する事項、及び当行の株券の売買に関する事項について、当該優先株式所有

者との間において特段の取決めはありません。

第四回第四種優先株式の内容は次のとおりであります。

１．優先配当金

(1）第四種優先期末配当金

当行は、定款第11条に定める期末配当金を支払うときは、当該期末配当に係る基準日の最終の株主名簿

に記載もしくは記録された第四種優先株式を有する株主（以下「第四種優先株主」という。）または第四

種優先株式の信託受託者（以下「第四種優先信託受託者」という。）、第四種優先株式の登録株式質権者

（以下「第四種優先登録株式質権者」という。）に対し、普通株式を有する株主（以下「普通株主」とい

う。）または普通株式の信託受託者（以下「普通信託受託者」という。）、普通株式の登録株式質権者（以

下「普通登録株式質権者」という。）に先立ち、第四種優先株式１株につき年220円（ただし、平成25年３

月31日を基準日とする第四種優先期末配当金については、第四種優先株式１株につき年48.22円。また、第

四種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合に

は、適切に調整されるものとし、当該事業年度において定款第12条に定める優先中間配当金の全部または

一部を支払ったときは、当該優先中間配当金を控除した額とする。）の期末配当金（以下「第四種優先期

末配当金」という。）を支払う。
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(2）非累積条項

ある事業年度において第四種優先株主または第四種優先信託受託者、第四種優先登録株式質権者に対し

て支払う期末配当金の額が第四種優先期末配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に

累積しない。

(3）非参加条項

第四種優先株主または第四種優先信託受託者、第四種優先登録株式質権者に対しては、第四種優先期末

配当金の額を超えて配当は行わない。ただし、当行が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第８

号ロもしくは同法第760条第７号ロに規定される剰余金の配当または当行が行う新設分割手続の中で行わ

れる同法第763条第12号ロもしくは第765条第１項第８号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限

りではない。

２．残余財産の分配

(1）残余財産の分配

当行は、残余財産を分配するときは、第四種優先株主または第四種優先信託受託者、第四種優先登録株式

質権者に対し、普通株主または普通信託受託者、普通登録株式質権者に先立ち、第四種優先株式１株につ

き、第四種優先株式１株当たりの払込金額相当額（ただし、第四種優先株式につき、株式の分割、株式無償

割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。）に下記(3）に定める

経過第四種優先期末配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。

(2）非参加条項

第四種優先株主または第四種優先信託受託者、第四種優先登録株式質権者に対しては、上記(1）のほか、

残余財産の分配は行わない。

(3）経過第四種優先期末配当金相当額

第四種優先株式１株当たりの経過第四種優先期末配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日（以下

「分配日」という。）において、分配日の属する事業年度の初日（同日を含む。）から分配日（同日を含

む。）までの日数に第四種優先期末配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額（円位未満小数第

３位まで算出し、その小数第３位を切上げる。）をいう。ただし、分配日の属する事業年度において第四種

優先株主または第四種優先信託受託者、第四種優先登録株式質権者に対して定款第12条に定める優先中間

配当金の全部または一部を支払ったときは、当該優先中間配当金を控除した金額とする。

３．議決権

第四種優先株主は、全ての事項について株主総会において議決権を有しない。ただし、第四種優先株主は、

(ⅰ)各事業年度終了後、(a)当該事業年度に係る定時株主総会に第四種優先期末配当金の額全部の支払を受

ける旨の議案が提出されないときは、当該定時株主総会より、または、(b)第四種優先期末配当金の額全部の

支払いを受ける旨の議案がその定時株主総会において否決されたときは、当該定時株主総会終結の時より、

(ⅱ)第四種優先期末配当金の額全部の支払いを受ける旨の株主総会決議がなされる時までの間は、全ての事

項について株主総会において議決権を行使することができる。

４．普通株式を対価とする取得請求権

(1）取得請求権

第四種優先株主は、下記(2）に定める取得を請求することができる期間中、当行に対して自己の有する

第四種優先株式を取得することを請求することができる。かかる取得の請求があった場合、当行は当該第

四種優先株主がかかる取得の請求をした第四種優先株式を取得するのと引換えに、下記(3）に定める財産

を当該第四種優先株主に対して交付するものとする。

(2）取得を請求することができる期間

平成32年４月１日から平成40年３月30日まで（以下「取得請求期間」という。）とする。

(3）取得と引換えに交付すべき財産

当行は、第四種優先株式の取得と引換えに、第四種優先株主が取得の請求をした第四種優先株式数に第

四種優先株式１株当たりの払込金額相当額（ただし、第四種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当

て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。）を乗じた額を下記(4）な

いし(8）に定める取得価額で除した数の普通株式を交付する。なお、第四種優先株式の取得と引換えに交

付すべき普通株式の数に１株に満たない端数があるときは、会社法第167条第３項に従ってこれを取扱う。
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(4）当初取得価額

取得価額は、当初、取得請求期間の初日に先立つ５連続取引日（取得請求期間の初日を含まず、株式会社

東京証券取引所（当行の普通株式が複数の金融商品取引所に上場されている場合、取得請求期間の初日に

先立つ１年間における出来高が最多の金融商品取引所）における当行の普通株式の終値（気配表示を含

む。以下「終値」という。）が算出されない日を除く。）の毎日の終値の平均値に相当する金額（円位未満

小数第１位まで算出し、その小数第１位を切捨てる。）とする。ただし、かかる計算の結果、取得価額が下記

(7）に定める下限取得価額を下回る場合は、下限取得価額とする。

(5）取得価額の修正

取得請求期間において、毎年４月１日および10月１日（以下「決定日」という。）の翌日以降、取得価額

は、決定日まで（当日を含む。）の直近の５連続取引日（ただし、終値が算出されない日は除き、決定日が

取引日ではない場合は、決定日の直前の取引日までの５連続取引日とする。）の終値の平均値に相当する

金額（円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を切捨てる。）に修正される。ただし、かかる計算

の結果、修正後取得価額が下記(7）に定める下限取得価額を下回る場合は、修正後取得価額は下限取得価

額とする。なお、上記５連続取引日の初日以降決定日まで（当日を含む。）の間に、下記(8）に定める取得

価額の調整事由が生じた場合、修正後取得価額は、取締役会が適当と判断する金額に調整される。

(6）上限取得価額

取得価額には上限を設けない。

(7）下限取得価額

下限取得価額は223円とする（ただし、下記(8）による調整を受ける。）。

(8）取得価額の調整

イ．第四種優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、取得価額（下限取得価額を含

む。）を次に定める算式（以下「取得価額調整式」という。）により調整する（以下、調整後の取得価

額を「調整後取得価額」という。）。取得価額調整式の計算については、円位未満小数第１位まで算出

し、その小数第１位を切捨てる。

　 　 　 　
既発行

普通株式数
＋

交付普通株式数 × １株当たり払込金額

調整後

取得価額
＝
調整前

取得価額
×

１株当たり時価

既発行普通株式数 ＋ 交付普通株式数

(ⅰ)取得価額調整式に使用する１株当たり時価（下記ハ．(ⅰ)に定義する。以下同じ。）を下回る払込

金額をもって普通株式を発行または自己株式である普通株式を処分する場合（無償割当ての場合を

含む。）（ただし、当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式もしくは新株予約権（新株

予約権付社債に付されたものを含む。以下本(8）において同じ。）その他の証券（以下「取得請求権

付株式等」という。）、または当行の普通株式の交付と引換えに当行が取得することができる取得条

項付株式もしくは取得条項付新株予約権その他の証券（以下「取得条項付株式等」という。）が取得

または行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。）

調整後取得価額は、払込期日（払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。）

（無償割当ての場合はその効力発生日）の翌日以降、または株主に募集株式の割当てを受ける権利を

与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。

(ⅱ)株式の分割をする場合

調整後取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数（基準日における当

行の自己株式である普通株式に関して増加する普通株式数を除く。）が交付されたものとみなして取

得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。

(ⅲ)取得価額調整式に使用する１株当たり時価を下回る価額（下記ニ．に定義する。以下、本(ⅲ)、下記

(ⅳ)および(ⅴ)ならびに下記ハ．(ⅳ)において同じ。）をもって当行の普通株式の交付を請求できる

取得請求権付株式等を発行する場合（無償割当ての場合を含む。）

調整後取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日（新株予約権の場合は割当日）（無償割当て

の場合はその効力発生日）に、または株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるため

もしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の

条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出

し、その払込期日（新株予約権の場合は割当日）（無償割当ての場合はその効力発生日）の翌日以

降、またはその基準日の翌日以降、これを適用する。
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上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておら

ず、後日一定の日（以下「価額決定日」という。）に価額が決定される取得請求権付株式等を発行し

た場合において、決定された価額が取得価額調整式に使用する１株当たり時価を下回る場合には、調

整後取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件

で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当

該価額決定日の翌日以降これを適用する。

(ⅳ)当行が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件（本イ．または

ロ．と類似する希薄化防止のための調整を除く。）が付されている場合で、当該修正が行われる日

（以下「修正日」という。）における修正後の価額（以下「修正価額」という。）が取得価額調整式

に使用する１株当たり時価を下回る場合

調整後取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得または行使

されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の翌日以

降これを適用する。

なお、かかる取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)ないし(c)の場合に応じて、調整後取得価額を

適用する日の前日において有効な取得価額に、それぞれの場合に定める割合（以下「調整係数」とい

う。）を乗じた額を調整前取得価額とみなすものとする。

(a）当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)または本(ⅳ)による調整が行われ

ていない場合

調整係数は１とする。

(b）当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)または本(ⅳ)による調整が行われ

ている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記(5）による取得価額の修正が行わ

れている場合

調整係数は１とする。

ただし、下限取得価額の算定においては、調整係数は、上記(ⅲ)または本(ⅳ)による直前の調整を

行う前の下限取得価額を当該調整後の下限取得価額で除した割合とする。

(c）当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)または本(ⅳ)による調整が行われ

ている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記(5）による取得価額の修正が行わ

れていない場合

調整係数は、上記(ⅲ)または本(ⅳ)による直前の調整を行う前の取得価額を当該調整後の取得価

額で除した割合とする。

(ⅴ)取得条項付株式等の取得と引換えに取得価額調整式に使用される１株当たり時価を下回る価額を

もって普通株式を交付する場合

調整後取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(ⅲ)または(ⅳ)による取得価額の調整が行われてい

る場合には、調整後取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株

式数（下記ホ．に定義する。）が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過

する普通株式数が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行

普通株式数を超えないときは、本(ⅴ)による調整は行わない。

(ⅵ)株式の併合をする場合

調整後取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少する普通株式数（効力発生日にお

ける当行の自己株式である普通株式に関して減少した普通株式数を除く。）を負の値で表示して交付

普通株式数とみなして取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。

ロ．上記イ．(ⅰ)ないし(ⅵ)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換または株式移転等により、取

得価額（下限取得価額を含む。）の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する取得価額

（下限取得価額を含む。）に変更される。

ハ．

(ⅰ)取得価額調整式に使用する「１株当たり時価」は、調整後取得価額を適用する日に先立つ５連続取

引日（終値が算出されない日を除く。）の終値の平均値とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数

第１位まで算出し、その小数第１位を切捨てる。なお、上記５連続取引日の間に、取得価額の調整事由

が生じた場合、調整後取得価額は、本(8）に準じて調整する。

(ⅱ)取得価額調整式に使用する「調整前取得価額」は、調整後取得価額を適用する日の前日において有

効な取得価額とする。
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(ⅲ)取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日（上記イ．(ⅰ)な

いし(ⅲ)に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まない。）の、基

準日がない場合は調整後取得価額を適用する日の１ヶ月前の日の、当行の発行済普通株式数（自己株

式である普通株式の数を除く。）に当該取得価額の調整の前に上記イ．およびロ．に基づき「交付普

通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数（ある取得請求権付株

式等について上記イ．(ⅳ)(b)または(c)に基づく調整が初めて適用される日（当該日を含む。）から

は、当該取得請求権付株式等に係る直近の上記イ．(ⅳ)(b)または(c)に基づく調整に先立って適用さ

れた上記イ．(ⅲ)または(ⅳ)に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含

まない。）を加えたものとする。

(ⅳ)取得価額調整式に使用する「１株当たりの払込金額」とは、上記イ．(ⅰ)の場合には、当該払込金

額（無償割当ての場合は０円）（金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額）、上記イ．

(ⅱ)および(ⅵ)の場合には０円、上記イ．(ⅲ)ないし(ⅴ)の場合には価額（ただし、(ⅳ)の場合は修

正価額）とする。

ニ．上記イ．(ⅲ)ないし(ⅴ)および上記ハ．(ⅳ)において「価額」とは、取得請求権付株式等または取得

条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額（新株予約権の場合には、その行使に際して出資さ

れる財産の価額を加えた額とする。）から、その取得または行使に際して当該取得請求権付株式等ま

たは取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得

または行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。

ホ．上記イ．(ⅴ)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後取得価額を適用する日の既発行普通

株式数から、上記ハ．(ⅲ)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株

式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普

通株式数を加えたものとする。

ヘ．上記イ．(ⅰ)ないし(ⅲ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準

日以降に開催される当行の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場

合には、上記イ．(ⅰ)ないし(ⅲ)の規定にかかわらず、調整後取得価額は、当該承認決議をした株主総

会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。

ト．取得価額調整式により算出された上記イ．第２文を適用する前の調整後取得価額と調整前取得価額

との差額が１円未満にとどまるときは、取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後取得価額

調整式による取得価額の調整を必要とする事由が発生し、取得価額を算出する場合には、取得価額調

整式中の調整前取得価額に代えて調整前取得価額からこの差額を差し引いた額（ただし、円位未満小

数第２位までを算出し、その小数第２位を切捨てる。）を使用する。

(9）合理的な措置

上記(4）ないし(8）に定める取得価額（第６項(2）に定める一斉取得価額を含む。以下、本(9）におい

て同じ。）は、希薄化防止および異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、

その算定が困難となる場合または算定の結果が不合理となる場合には、当行の取締役会は、取得価額の適

切な調整その他の合理的に必要な措置をとるものとする。

(10）取得請求受付場所

みずほ信託銀行株式会社

(11）取得請求の効力発生

取得請求の効力は、取得請求に要する書類が上記(10）に記載する取得請求受付場所に到着した時に発

生する。

５．金銭を対価とする取得条項

(1）金銭を対価とする取得条項

当行は、平成32年４月１日以降、取締役会が別に定める日（以下「取得日」という。）が到来したとき

は、第四種優先株主または第四種優先信託受託者、第四種優先登録株式質権者に対して、取得日から２週間

以上の事前通知を行ったうえで、法令上可能な範囲で、第四種優先株式の全部または一部を取得すること

ができる。ただし、取締役会は、当該取締役会の開催日までの10連続取引日（開催日を含む。）の全ての日

において終値が下限取得価額を下回っている場合で、かつ、金融庁の事前承認を得ている場合に限り、取得

日を定めることができる。この場合、当行は、かかる第四種優先株式を取得するのと引換えに、下記(2）に

定める財産を第四種優先株主に対して交付するものとする。なお、第四種優先株式の一部を取得するとき

は、按分比例の方法による。取得日の決定後も第４項(1）に定める取得請求権の行使は妨げられないもの

とする。
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(2）取得と引換えに交付すべき財産

当行は、第四種優先株式の取得と引換えに、第四種優先株式１株につき、第四種優先株式１株当たりの払

込金額相当額（ただし、第四種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類

する事由があった場合には、適切に調整される。）に経過第四種優先期末配当金相当額を加えた額の金銭

を交付する。なお、本(2）においては、第２項(3）に定める経過第四種優先期末配当金相当額の計算におけ

る「残余財産の分配が行われる日」および「分配日」をいずれも「取得日」と読み替えて、経過第四種優

先期末配当金相当額を計算する。

６．普通株式を対価とする取得条項

(1）普通株式を対価とする取得条項

当行は、取得請求期間の末日までに当行に取得されていない第四種優先株式の全てを、取得請求期間の

末日の翌日（以下「一斉取得日」という。）をもって一斉取得する。この場合、当行は、かかる第四種優先

株式を取得するのと引換えに、各第四種優先株主に対し、その有する第四種優先株式数に第四種優先株式

１株当たりの払込金額相当額（ただし、第四種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合

またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。）を乗じた額を下記(2）に定める普通株

式の時価（以下「一斉取得価額」という。）で除した数の普通株式を交付するものとする。第四種優先株

式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に１株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に

従ってこれを取扱う。

(2）一斉取得価額

一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日（終値が算出されない日を除

く。）の毎日の終値の平均値に相当する金額（円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を切捨て

る。）とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得価額を下回る場合は、一斉取得価額は下

限取得価額とする。

７．株式の分割または併合および株式無償割当て

(1）分割または併合

当行は、定款により制限を受ける場合を除き、株式の分割または併合を行うときは、普通株式および第四

種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。

(2）株式無償割当て

当行は、定款により制限を受ける場合を除き、株式無償割当てを行うときは、普通株式および第四種優先

株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。

８．優先順位

第一種優先株式、第二種優先株式、第三種優先株式および第四種優先株式にかかる優先期末配当金、優先中

間配当金および残余財産の分配における支払順位は、それぞれ同順位とする。

９．法令変更等

法令の変更等に伴い本要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当行の取締役会

は合理的に必要な措置を講じる。

10．その他

上記各項は、各種の法令に基づく許認可等の効力発生を条件とする。

（注）６．第一回第一種優先株式、第二回第二種優先株式、第三回第三種優先株式及び第四回第四種優先株式について

は、単元株式数は100株であります。また、会社法第322条第２項に規定する定款の定めはありません。なお、剰余

金の配当及び残余財産の分配について普通株式に優先すること等の株式の内容との関係から、法令に別段の定

めがある場合を除くほか、株主総会において議決権を有しないとしております。

　

※上記（注）４．の文中の「額面普通株式」は「普通株式」、「普通株式の額面金額」は「500円」、「商法」は

「旧商法」であります。

　

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。
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（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

①　第一回第一種優先株式

該当事項はありません。

　

②　第三回第三種優先株式

該当事項はありません。

　

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（千株）

発行済株式総
数残高
（千株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金残
高
（百万円）

平成24年10月１日～

平成24年12月31日
－ 74,122 － 57,941 － 32,792

（注）平成25年１月11日第三者割当による第四回第四種優先株式の発行により、発行済株式総数が6,400千株、資本金及び

資本準備金がそれぞれ16,000百万円増加いたしました。また、同日付で、会社法第447条第３項をもって読み替えた同

条第１項の規定に基づき資本金の額16,000百万円を、同法第448条第３項をもって読み替えた同条第１項の規定に基

づき資本準備金の額16,000百万円をそれぞれ減少し、その他資本剰余金に振り替えております。

　

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

　

（７）【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（平成24年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしてお

ります。

　

①【発行済株式】

　 平成24年12月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式

第一回第一種優先株式

           1,250,000
──

前記「１　株式等の状

況」の「(1）株式の総

数等」に記載しており

ます。

第二回第二種優先株式

           5,000,000
──

第三回第三種優先株式

          17,150,000
──

議決権制限株式（自己株式等） － ── －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式      54,500 ──

前記「１　株式等の状

況」の「(1）株式の総

数等」に記載しており

ます。

完全議決権株式（その他） 普通株式  50,523,000 505,230 同上

単元未満株式 普通株式     144,545 ── 同上

発行済株式総数 74,122,045── ──

総株主の議決権 ── 505,230 ──
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②【自己株式等】

　 平成24年12月31日現在

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社千葉興業

銀行

千葉市美浜区幸町

２－１－２
54,500 － 54,500 0.07

計 ── 54,500 － 54,500 0.07

　

２【役員の状況】

(1）新任役員

該当事項はありません。

　

(2）退任役員

該当事項はありません。

　

(3）役職の異動

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】
１．当行の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」

（昭和57年大蔵省令第10号）に準拠しております。

　

２．当行は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（自平成24年10月１日　至平

成24年12月31日）及び第３四半期連結累計期間（自平成24年４月１日　至平成24年12月31日）に係る四半期連結財務

諸表について、新日本有限責任監査法人の四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

資産の部

現金預け金 31,796 53,393

コールローン及び買入手形 38,000 70,000

買入金銭債権 10,777 10,062

商品有価証券 163 139

有価証券 ※2
 531,056

※2
 543,431

貸出金 ※1
 1,610,425

※1
 1,640,585

外国為替 2,562 1,902

その他資産 30,896 29,357

有形固定資産 19,186 19,886

無形固定資産 2,360 2,742

繰延税金資産 22,469 20,584

支払承諾見返 27,231 24,185

貸倒引当金 △14,863 △13,941

資産の部合計 2,312,063 2,402,331

負債の部

預金 2,110,426 2,180,239

譲渡性預金 6,160 7,320

借用金 13,819 23,257

外国為替 12 17

その他負債 13,465 17,760

退職給付引当金 5,606 5,983

役員退職慰労引当金 141 129

睡眠預金払戻損失引当金 520 326

支払承諾 27,231 24,185

負債の部合計 2,177,384 2,259,219

純資産の部

資本金 57,941 57,941

資本剰余金 32,792 32,792

利益剰余金 41,735 47,290

自己株式 △64 △64

株主資本合計 132,406 137,960

その他有価証券評価差額金 669 3,419

その他の包括利益累計額合計 669 3,419

少数株主持分 1,602 1,731

純資産の部合計 134,678 143,111

負債及び純資産の部合計 2,312,063 2,402,331
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年12月31日)

経常収益 38,899 38,567

資金運用収益 24,975 23,835

（うち貸出金利息） 20,430 19,574

（うち有価証券利息配当金） 4,278 4,006

役務取引等収益 5,640 5,904

その他業務収益 1,374 1,707

その他経常収益 ※1
 6,909

※1
 7,118

経常費用 30,753 29,843

資金調達費用 1,287 1,054

（うち預金利息） 1,096 855

役務取引等費用 1,958 2,028

その他業務費用 447 524

営業経費 19,202 19,326

その他経常費用 ※2
 7,857

※2
 6,909

経常利益 8,146 8,724

特別利益 2 －

固定資産処分益 2 －

特別損失 42 89

固定資産処分損 37 32

減損損失 5 57

税金等調整前四半期純利益 8,106 8,635

法人税、住民税及び事業税 448 587

法人税等調整額 837 934

法人税等合計 1,286 1,521

少数株主損益調整前四半期純利益 6,820 7,113

少数株主利益 165 139

四半期純利益 6,655 6,974
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【四半期連結包括利益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 6,820 7,113

その他の包括利益 △3,852 2,739

その他有価証券評価差額金 △3,852 2,739

四半期包括利益 2,967 9,853

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 2,778 9,724

少数株主に係る四半期包括利益 188 128
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【会計方針の変更等】

当第３四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年12月31日）

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

当行及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形

固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

これにより、従来の方法に比べて、当第３四半期連結累計期間の経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ

８百万円増加しております。

　

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

※１．貸出金のうち、リスク管理債権は次のとおりであります。

　
前連結会計年度

（平成24年３月31日）
当第３四半期連結会計期間
（平成24年12月31日）

破綻先債権額 845百万円 1,104百万円

延滞債権額 44,488百万円 44,203百万円

３ヵ月以上延滞債権額 － －

貸出条件緩和債権額 5,072百万円 5,098百万円

合計額 50,406百万円 50,406百万円

なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

　

※２．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対する保証

債務の額

前連結会計年度
（平成24年３月31日）

当第３四半期連結会計期間
（平成24年12月31日）

28,211百万円 30,380百万円

　

（四半期連結損益計算書関係）

※１．その他経常収益には、次のものを含んでおります。

　
前第３四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年12月31日）

貸倒引当金戻入益 － 58百万円

償却債権取立益 818百万円 1,039百万円

　

※２．その他経常費用には、次のものを含んでおります。

　
前第３四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年12月31日）

貸出金償却 624百万円 986百万円

貸倒引当金繰入額 831百万円 －

株式等償却 80百万円 44百万円

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四

半期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

　
前第３四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年12月31日）

減価償却費 1,457百万円 1,469百万円
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（株主資本等関係）

前第３四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年12月31日）

配当金支払額

　
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年６月29日

定時株主総会

第一回第一種

優先株式
125 100平成23年３月31日平成23年６月30日利益剰余金

第二回第二種

優先株式
520 104平成23年３月31日平成23年６月30日利益剰余金

第三回第三種

優先株式
774 45.15平成23年３月31日平成23年６月30日利益剰余金

　

当第３四半期連結累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年12月31日）

配当金支払額

　
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年６月28日

定時株主総会

第一回第一種

優先株式
125 100平成24年３月31日平成24年６月29日利益剰余金

第二回第二種

優先株式
520 104平成24年３月31日平成24年６月29日利益剰余金

第三回第三種

優先株式
774 45.15平成24年３月31日平成24年６月29日利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第３四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年12月31日）

１．報告セグメントごとの経常収益及び利益又は損失の金額に関する情報

　 （単位：百万円）

　
報告セグメント

その他 合計 調整額

四半期連
結損益計
算書計上
額

銀行業 リース業 計

経常収益 　 　 　 　 　 　 　

外部顧客に対する

経常収益
32,3285,54437,8721,02738,899 － 38,899

セグメント間の内
部経常収益

228 391 619 2,3562,976△2,976 －

計 32,5565,93538,4923,38441,876△2,97638,899

セグメント利益 7,458 253 7,711 677 8,388△242 8,146

（注）１．一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。

２．「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、信用保証業務、ク

レジットカード業務、一般貸金業務、事務代行業務、コンピュータシステムの開発・販売・保守管理

業務を含んでおります。

３．調整額は、主にセグメント間取引消去であります。

４．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

　

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

記載すべき重要な事項はありません。

　

（のれんの金額の重要な変動）

該当事項はありません。

　

（重要な負ののれん発生益）

該当事項はありません。
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当第３四半期連結累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年12月31日）

１．報告セグメントごとの経常収益及び利益又は損失の金額に関する情報

　 （単位：百万円）

　
報告セグメント

その他 合計 調整額

四半期連
結損益計
算書計上
額

銀行業 リース業 計

経常収益 　 　 　 　 　 　 　

外部顧客に対する

経常収益
32,2345,58837,823 977 38,800△233 38,567

セグメント間の内
部経常収益

591 424 1,0152,4193,434△3,434 －

計 32,8256,01238,8383,39742,235△3,66838,567

セグメント利益 8,170 188 8,358 855 9,213△489 8,724

（注）１．一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。

２．「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、信用保証業務、ク

レジットカード業務、一般貸金業務、事務代行業務、コンピュータシステムの開発・販売・保守管理

業務を含んでおります。

３．外部顧客に対する経常収益の調整額△233百万円は、貸倒引当金戻入益の調整であります。その他

の調整額は、主にセグメント間取引消去であります。

４．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

　

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

記載すべき重要な事項はありません。

　

（のれんの金額の重要な変動）

該当事項はありません。

　

（重要な負ののれん発生益）

該当事項はありません。
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（有価証券関係）

※　企業集団の事業の運営において重要なものであり、前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められる

ものは、次のとおりであります。

　

１．満期保有目的の債券

前連結会計年度（平成24年３月31日）

　
連結貸借対照表計上額
（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

国債 6,986 7,246 260

地方債 － － －

社債 28,211 28,313 102

その他 3,000 2,289 △710

合計 38,197 37,848 △348

　

当第３四半期連結会計期間（平成24年12月31日）

　
四半期連結貸借対照表
計上額（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

国債 6,990 7,166 175

地方債 － － －

社債 30,380 30,583 203

その他 3,000 2,332 △667

合計 40,370 40,082 △288

　

２．その他有価証券

前連結会計年度（平成24年３月31日）

　 取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上額
（百万円）

差額（百万円）

株式 13,348 14,869 1,521

債券 401,560 405,959 4,398

国債 211,708 212,868 1,160

地方債 47,945 49,466 1,520

社債 141,907 143,624 1,717

その他 74,795 69,808 △4,987

合計 489,704 490,637 933
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当第３四半期連結会計期間（平成24年12月31日）

　 取得原価（百万円）
四半期連結貸借対照表
計上額（百万円）

差額（百万円）

株式 14,076 16,547 2,471

債券 418,779 423,386 4,607

国債 180,197 180,997 799

地方債 60,045 61,722 1,676

社債 178,535 180,666 2,131

その他 63,364 60,909 △2,455

合計 496,219 500,843 4,623

（注）売買目的有価証券以外の有価証券（時価を把握することが極めて困難なものを除く）のうち、当該有価証券の時

価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについ

ては、当該時価をもって四半期連結貸借対照表計上額（連結貸借対照表計上額）とするとともに、評価差額を当第

３四半期連結累計期間（連結会計年度）の損失として処理（以下「減損処理」という。）しております。

前連結会計年度における減損処理額は、14百万円（うち、株式14百万円）であります。

当第３四半期連結累計期間における減損処理額は、44百万円（うち、株式44百万円）であります。

また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、以下のとおりです。

①時価が取得原価に比べて50％以上下落した場合

②時価が取得原価に比べて30％以上50％未満下落、且つ過去１年間の平均時価が40％以上下落した状態にある

場合
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（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上

の基礎は、次のとおりであります。

　
前第３四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年12月31日）

(1）１株当たり四半期純利益金額 円 131.35 137.65

（算定上の基礎） 　 　 　

四半期純利益 百万円 6,655 6,974

普通株主に帰属しない金額 百万円 － －

普通株式に係る四半期純利益 百万円 6,655 6,974

普通株式の期中平均株式数 千株 50,668 50,667

(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利

益金額
円 57.94 60.72

（算定上の基礎） 　 　 　

四半期純利益調整額 百万円 － －

普通株式増加数 千株 64,196 64,196

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり四半期純利益金額の算定に含

めなかった潜在株式で、前連結会計年度末

から重要な変動があったものの概要

　 － －
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（重要な後発事象）

（第三者割当の方法による第四種優先株式の発行）

当行は、平成24年11月30日開催の取締役会において、第三者割当による第四種優先株式の発行を決議し、平成

25年１月11日に払込が完了いたしました。

１．募集株式の種類及び数　　株式会社千葉興業銀行第四種優先株式　6,400,000株

２．払込金額の総額　　　　　32,000,000,000円（１株につき5,000円）

３．増加する資本金の額　　　16,000,000,000円（１株につき2,500円）

４．増加する資本準備金の額　16,000,000,000円（１株につき2,500円）

５．割当先　　　　　　　　　当行取引先等の165先

６．払込期日　　　　　　　　平成25年１月11日

７．資金の使途　　　　　　　財務基盤の更なる強化及び公的資金返済に向けた資本政策のため

（資本金の額及び資本準備金の額の減少）

当行は、平成24年11月30日開催の取締役会において、資本金の額及び資本準備金の額の減少について決議し、

平成25年１月11日に効力が発生いたしました。

１．目的

財務内容の健全化と、既発の優先株式の買入消却のための早期の分配可能額の計上を図ることを目的とし

て、会社法第447条第3項をもって読み替えた同条第1項の規定に基づき資本金の額を、同法第448条第3項を

もって読み替えた同条第１項の規定に基づき資本準備金の額をそれぞれ減少し「その他資本剰余金」へ振

り替えるものであります。本件は「純資産の部」における勘定の振替処理であり、現金及び預金の減少を伴

うものではありません。

２．資本金の額の減少の要領

上記優先株式第三者割当増資において払い込まれた結果として増加した資本金16,000,000,000円全額を

減少し、その他資本剰余金に振替えました。

３．資本準備金の額の減少の要領

上記優先株式第三者割当増資において払い込まれた結果として増加した資本準備金16,000,000,000円全

額を減少し、その他資本剰余金に振替えました。

　

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　

該当事項はありません。
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　 独立監査人の四半期レビュー報告書 　

平成25年２月12日

株式会社　千　葉　興　業　銀　行
取　締　役　会　　御　中

新日本有限責任監査法人

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士 菅原　和信　　印

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士 藤井　義博　　印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社千葉興業

銀行の平成24年４月１日から平成25年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成24年10月１日から

平成24年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年12月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半

期レビューを行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、

分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社千葉興業銀行及び連結子会社の平成24年12月31日現在の財政

状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべて

の重要な点において認められなかった。

　

強調事項

１．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、平成24年11月30日開催の取締役会において、第三者割当による第

四種優先株式の発行を決議し、平成25年１月11日に払込が完了した。

２．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、平成24年11月30日開催の取締役会において、資本金の額及び資本

準備金の額の減少について決議し、平成25年１月11日に効力が発生した。

当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。

　

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

※　１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当行が別途保管し

ております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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